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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための方法であって、前記方法は、
オペレータが実行しなければならない、１つまたは複数の検査室機器を伴う少なくとも１
つの動作を特定する検査室ワークフローを選択すること、
前記オペレータが装着する拡張現実装置に関連付けられるカメラを用いることによって、
前記オペレータによる動作の１つまたは複数の画像または動画を記録すること、および
記録された前記１つまたは複数の画像または動画に基づき、電子検査室ジャーナルへの入
力情報を生成すること
を含み、
前記検査室ワークフローが、前記オペレータが特定の検査室機器に向かう動作を監視する
ことにより選択される、方法。
【請求項２】
前記記録することが、音声コマンド、ジェスチャーコマンド、注視コマンドもしくは触覚
コマンド、またはこれらのコマンドの２つ以上の組み合わせによって引き起こされる請求
項１記載の方法。
【請求項３】
前記音声コマンド、ジェスチャーコマンド、注視コマンドもしくは触覚コマンド、または
これらのコマンドの２つ以上の組み合わせが、前記拡張現実装置によって登録される請求
項２記載の方法。
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【請求項４】
前記カメラが、前記拡張現実装置内に一体化される請求項１～３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項５】
前記１つまたは複数の画像または動画を記録することが、前記検査室ワークフローに関連
付けられる情報に基づき自動的に引き起こされる請求項１～４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
前記オペレータの識別または認証をさらに含み、前記オペレータの認証が、前記拡張現実
装置によって前記オペレータから生体データを受け取ることを含む請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
前記検査室ワークフローが、前記オペレータの挙動を監視することによって、または前記
カメラにより記録される画像中に所定の視覚的キューを認識することによって、音声コマ
ンド、ジェスチャーコマンド、注視コマンドまたは触覚コマンドにより選択される請求項
１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
前記オペレータの挙動が、特定の検査室機器の方向への注視を含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
記録された前記１つまたは複数の画像または動画に基づき電子検査室ジャーナルへの入力
情報を生成することが、前記１つまたは複数の画像または動画について１つまたは複数の
画像認識動作を実施することを含む請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
前記１つまたは複数の画像または動画についての前記１つまたは複数の画像認識動作が、
選択された前記検査室ワークフローに基づき選択される請求項９記載の方法。
【請求項１１】
前記１つまたは複数の画像または動画についての前記１つまたは複数の画像認識動作が、
前記１つまたは複数の検査室機器の特性を識別すること、前記１つまたは複数の検査室機
器に含まれる試料の特性を識別すること、前記１つもしくは複数の検査室機器または前記
１つもしくは複数の検査室機器の一部を識別すること、前記１つまたは複数の検査室機器
に含まれる試料を識別すること、の１つまたは複数を含む請求項９または１０記載の方法
。
【請求項１２】
前記検査室機器が、自動、半自動もしくは手動で作動される技術装置、分析システム、分
析システムのワークセルもしくは分析器、前記検査室ワークフローで処理される生物学的
試料もしくは試薬を保持するための試料ホルダ、検査室作業において操作もしくは使用さ
れる消耗品、または試薬を保持するコンテナ、の１つまたは複数である請求項１～１１の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
電子検査室ジャーナルへの前記入力情報に関する説明を生成することをさらに含み、前記
説明が、説明テンプレートのライブラリを用いることによって、前記動作を実行するとき
のユーザの前記１つまたは複数の検査室機器との相互作用に応じて自動的に生成される請
求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
電子検査室ジャーナルへの前記入力情報を、１つまたは複数の基準値と比較すること、
電子検査室ジャーナルへの前記入力情報が前記基準値と比較して１つまたは複数の基準を
満たす場合に、前記電子検査室ジャーナルに前記入力情報を保存すること、および
電子検査室ジャーナルへの前記入力情報が前記基準値と比較して１つまたは複数の基準を
満たさない場合に、前記オペレータに通知すること
をさらに含む請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１５】
１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚コマン
ドに応じた前記オペレータの電子署名によって、前記電子検査室ジャーナルへの前記入力
情報に署名することをさらに含む請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
検査室システムであって、
１つまたは複数の検査室機器と、
拡張現実装置と、
１つまたは複数のプロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、請求項１～１５
のいずれか１項に記載の方法の動作を実施させる命令を記憶するコンピュータ可読媒体と
、
請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法の動作を実行するための１つまたは複数のプ
ロセッサと
を含む検査室システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子検査室ジャーナル（electronic laboratory journal）への入力情報（e
ntry）を生成するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の検査室作業は、相当な量の文書化労力を伴う。しばしば検査室環境は、オペレー
タが検査室ワークフローを実行する間に関わらなければならない複雑な検査室機器を相当
数含む。さらに、検査室ワークフロー自体もかなり複雑な場合がある。それゆえ、要求ま
たは所望される量の文書化は、かなり時間を消費するものであるだけでなく、（のちに深
刻な結果をもたらし得る）文書化そのものでのエラー、および（文書化タスクによりオペ
レータが実際の検査室ワークフローから注意をそらすことによる）検査室ワークフローで
のエラーを引き起こすおそれがある。
【発明の概要】
【０００３】
　本開示は、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための方法およびシステムに
関する。
【０００４】
　第１の全体的な態様において、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための方
法は、オペレータが実行しなければならない、１つまたは複数の検査室機器を伴う少なく
とも１つの動作を特定する検査室ワークフローを選択すること、オペレータが装着する拡
張現実装置に関連付けられるカメラを用いることによって、オペレータによる動作の１つ
または複数の画像または動画を記録すること、および記録された１つまたは複数の画像ま
たは動画に基づき、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成することを含む。
【０００５】
　第２の全体的な態様において、コンピュータ可読媒体は、１つまたは複数のプロセッサ
によって実行されると、オペレータが実行しなければならない、１つまたは複数の検査室
機器を伴う少なくとも１つの動作を特定する検査室ワークフローを選択する動作、オペレ
ータが装着する拡張現実装置に関連付けられるカメラを用いることによって、オペレータ
による動作の１つまたは複数の画像または動画を記録する動作、および記録された１つま
たは複数の画像または動画に基づき、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成する動作
をプロセッサに実行させる命令を記憶する。
【０００６】
　第３の全体的な態様において、検査室システムは、１つまたは複数の検査室機器と、拡
張現実装置と、１つまたは複数のプロセッサによって実行されると、オペレータが実行し
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なければならない、１つまたは複数の検査室機器を伴う少なくとも１つの動作を特定する
検査室ワークフローを選択する動作、オペレータが装着する拡張現実装置に関連付けられ
るカメラを用いることによって、オペレータによる動作の１つまたは複数の画像または動
画を記録する動作、および記録された１つまたは複数の画像または動画に基づき、電子検
査室ジャーナルへの入力情報を生成する動作をプロセッサに実行させる命令を記憶するコ
ンピュータ可読媒体と、動作を実行するための１つまたは複数のプロセッサとを含む。
【０００７】
　第１～第３の全体的な態様の主題の特定の実施形態は、以下の利点の１つまたは複数を
実現するように実施されてもよい。
【０００８】
　第１に、ユーザは、電子検査室ジャーナルへのデータ入力を伴う検査室タスクを、より
効率的に実施できる可能性がある。詳細には、本開示による拡張現実装置の性能を利用す
ることにより、データ（たとえば、画像データ）の取得および電子検査室ジャーナルへの
盛り込みは、いくつかの例においてはより時間効率よく提供できる。技術的な検査室機器
（たとえば、分析器）との相互作用を伴う文書化タスクの場合も、いくつかの例において
は同様である。
【０００９】
　第２に、電子検査室ジャーナルへのデータ入力は、いくつかの例においてはより確実で
よりエラーが少なく提供できる。たとえば、画像認識技術は、検査室ワークフローの工程
における特定の動作を自動的に登録するために用いられてもよい。付加的または代替的に
、文書化の基準は、いくつかの例においてはより効率的な方法で強化されてもよい。たと
えば、画像認識方法は、拡張現実装置により記録される試料の画像が充分にはっきりとし
ているかどうかを評価するために用いられてもよい。
【００１０】
　第３に、電子検査室ジャーナルを管理することに関する特定の文書化タスクは、単純化
された方法で実行されてもよい。たとえば、特定の文書化タスクは、（たとえば、音声コ
マンドまたは注視コマンドによって）ハンズフリー式に引き起こされてもよい。これは検
査室ワークフローをより迅速にできる。また、ハンズフリー操作は、高い清浄度要件が設
定されている特定の検査室環境（たとえば、クリーンルーム）において有利である場合が
ある。いくつかの例において、いくつかの公知の文書化システムにおいて用いられる他の
入力装置（たとえば、キーボード）との相互作用は回避できる。
【００１１】
　第４に、文書化要件による検査室ワークフローを通り抜ける（walk through）オペレー
タの注意散漫は、いくつかの例においては減少または回避できる。これにより、オペレー
タは、実際の検査室ワークフローに集中でき、これにより多数のエラーが減少する可能性
がある。
【００１２】
　本開示においては、多数の用語が特定の方法で用いられる。本明細書で用いられる「検
査室機器」という語は、臨床、化学、生物学、免疫学または薬学の分野などにおける検査
室作業で使用する、任意の種類の自動もしくは半自動または手動で作動される技術装置の
ことを指してもよい。このような検査室装置は、とりわけ、ピペッタ、攪拌器、テンパリ
ング装置、シェーカーまたは振動器の少なくとも１つを備えてもよい。別の例において、
検査室機器は、分析システムもしくは分析システムのワークセルまたは分析器を含んでも
よい。たとえば、検査室機器は、試料の機械的、光学的、化学的または生物学的特性を分
析するための分析器であってもよい。
【００１３】
　「検査室機器」という語は、検査室ワークフローにおいて処理される生物学的試料また
は試薬を保持するための試料ホルダも含む。たとえば、試料ホルダは、試料を支持するた
めの容器（たとえば、試験管）またはスライドを含んでもよい。
【００１４】
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　さらに別の例において、「検査室機器」は、臨床、化学、生物学、免疫学または薬学の
分野の検査室作業において操作または使用される消耗品を含んでもよい。たとえば、消耗
品は、シリンジチップ、ピペットチップ、試料もしくは試薬を保持するための容器もしく
はスリップまたは他の消耗品であってもよい。
【００１５】
　さらに別の例において、「検査室機器」は、検査室ワークフローにおいて用いられる試
薬を保持するコンテナを含んでもよい。たとえば、試薬を保持するコンテナは、１つまた
は複数の試薬を含む分析器用のカセットであってもよい。
【００１６】
　したがって、「１つまたは複数の検査室機器を伴ってオペレータが実行しなければなら
ない動作」は、上述の検査室機器の操作、使用、保管または運転を含んでもよい。
【００１７】
　たとえば、オペレータが実行しなければならない動作は、分析処理のために生物学的試
料または試薬を準備することを含んでもよい。これは、たとえば、２つの容器間で生物学
的試料（または試料の一部）を移送すること、生物学的試料の一部をサンプリングするこ
と、生物学的試料を他の物質（たとえば、試薬）と混合すること、試料を加熱すること、
試料を撹拌することまたは試料をろ過することを含んでもよい。
【００１８】
　別の例において、オペレータが実行しなければならない動作は、生物学的試料について
の分析ステップを実施することを含んでもよい。これは、自動、半自動または手動で作動
される分析器を操作すること（たとえば、分析器での１つもしくは複数の試料の保管、分
析器の動作パラメータの設定、または分析器により取得された測定結果の確認および文書
化）を伴ってもよい。
【００１９】
　さらに別の例において、オペレータが実行しなければならない動作は、検査室機器、ま
たは検査室ワークフローにおいて処理される試料の状態または特質を検査することを含ん
でもよい。たとえば、オペレータは、特定の検査室ワークフローの一部として、検査室機
器が清浄であるかどうか、または試料が凝固されているかどうかを確認しなければならな
い場合がある。
【００２０】
　本明細書において用いられる「ワークフロー」という語は、システムまたはシステムの
構成部品の１つの保守または操作などのための、多数のステップを含む任意のタスクを含
む。
【００２１】
　本明細書において用いられる「ワークフローのステップ」または「ワークフローのタス
ク」という語は、ワークフローに属する任意の活動を含む。活動は、基本的な性質のもの
でも複雑な性質のものでもよく、典型的には、単一の検査室機器で、または単一の検査室
機器を用いて実施される。
【００２２】
　「検査室機器」は、必ずしも専用の検査室に位置する必要はない。むしろ、この語は、
臨床、化学、生物学、免疫学または薬学の分野において分析処理を実行するための独立型
の検査室機器も含む。たとえば、医師の診療所または薬局などのポイントオブケア設定に
おける卓上装置や、家庭用装置も、本開示による検査室機器であってもよい。
【００２３】
　本明細書において用いられる「分析システム」は、１つまたは複数の分析ワークセル、
分析前ワークセルおよび分析後ワークセルに動作可能に連結される制御ユニットを含み、
制御ユニットは、ワークセルを制御するために動作可能である。また、制御ユニットは、
集められた分析データを評価および／または処理し、分析器の任意の１つへの、および／
または分析器の任意の１つからの、試料の搭載・保管および／または取り出しを制御し、
分析などのために試料、試料管または試薬を準備するために用いられた分析システムの、
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分析またはハードウェアまたはソフトウェア動作を初期化するように動作可能であっても
よい。
【００２４】
　本明細書において用いられる「分析器」／「分析ワークセル」という語は、測定値を取
得するために生物学的試料の試薬との反応を誘導してもよいあらゆる装置または装置の構
成要素を含む。分析器は、様々な化学的、生物学的、物理的、光学的処理または他の技術
処理を介して、試料またはその成分のパラメータ値を決定するように動作可能である。分
析器は、前述の試料または少なくとも１つの分析物のパラメータを測定し、得られた測定
値を返すように動作可能であってもよい。分析器から返される可能性のある分析結果は、
制限なしに、試料中の分析物濃度、試料中の分析物の存在を示すデジタル（有または無）
結果（検出レベルを上回る濃度に対応）、光学的パラメータ、ＤＮＡまたはＲＮＡ配列、
タンパク質または代謝物の質量分析から得られたデータ、および様々な種類の物理的また
は化学的パラメータを含む。分析ワークセルは、試料および／または試薬のピペット処理
、投与および混合を補助するユニットを備えてもよい。分析器は、アッセイを行うために
試薬を保持するための試薬保持ユニットを備えてもよい。試薬は、たとえば、個別の試薬
または試薬群を含むコンテナまたはカセットの形態で配置され、保管区画またはコンベヤ
内の適切な受容部または位置に置かれてもよい。これは、消耗品の供給ユニットを備えて
もよい。分析器は、そのワークフローが特定の分析の種類に対して最適化されている処理
および検出システムを含んでもよい。このような分析器の例としては、化学的または生物
学的反応の結果を検出するため、または化学的または生物学的反応の進行を監視するため
に用いられる、臨床化学分析器、凝集化学分析器、免疫化学分析器、尿分析器、核酸分析
器が挙げられる。
【００２５】
　本明細書において用いられる「通信ネットワーク」という語は、ＷＩＦＩ、ＧＳＭ、Ｕ
ＭＴＳもしくは他の無線デジタルネットワークなどのあらゆる種類の無線ネットワーク、
またはイーサネットなどのケーブルに基づくネットワークを包含する。詳細には、通信ネ
ットワークはインターネットプロトコル（ＩＰ）を実装できる。たとえば、通信ネットワ
ークは、ケーブルに基づくネットワークと無線ネットワークとの組み合わせを含む。本開
示で説明される拡張現実装置は、通信ネットワークを通して、検査室管理システム（たと
えば、電子検査室ジャーナルを管理する検査室管理システム）および／または適切な通信
性能を有する検査室機器と通信するように構成されてもよい。
【００２６】
　「制御ユニット」は、処理プロトコルのために必要なステップが自動検査室機器によっ
て行われるような方法で、自動または半自動検査室機器を制御する。これは、制御ユニッ
トが、たとえば、自動検査室機器に、液体の生物学的試料を試薬と混合するための所定の
ピペット処理ステップを行うように命令してもよいし、または制御ユニットが、試料混合
物を所定の時間の間培養するために自動システムを制御してもよいことを意味する。制御
ユニットは、特定の試料に実施される必要があるステップに関して、データ管理ユニット
から情報を受け取ってもよい。いくつかの実施形態において、制御ユニットは、データ管
理ユニットと一体である場合もあり、または共通のハードウェアによって具現化されても
よい。制御ユニットは、たとえば、処理操作計画にしたがって操作を行うために、命令を
備えるコンピュータ可読プログラムを実行するプログラム可能な論理制御装置として具体
化されてもよい。制御ユニットは、たとえば、キュベットおよび／もしくはピペットチッ
プの搭載ならびに／または廃棄ならびに／または洗浄、試料管および試薬カセットの移動
ならびに／または開放、試料および／もしくは試薬のピペット処理、試料および／もしく
は試薬の混合、ピペット針またはチップの洗浄、混合パドルの洗浄、たとえば波長の選択
などの光源の制御などのいずれか１つまたは複数を制御するために構成されてもよい。詳
細には、制御ユニットは、所定のサイクル時間内にステップのシーケンスを実行するため
に、スケジューラを含んでもよい。制御ユニットはさらに、アッセイの種類、緊急性など
にしたがって試料が処理されるべき順番を決定してもよい。本開示の拡張現実装置は、電
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子検査室ジャーナルへの保存のために検査室ワークフローに関する情報を取得するため、
自動または半自動検査室機器の制御ユニットと通信するように構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本開示による電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための例示的な方法
のフローチャートである。
【図２】本開示による電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための例示的な方法
のフローチャートである。
【図３】検査室ワークフローの概略図であって、検査室ワークフローの間、本開示による
拡張現実装置を用いることによって電子検査室ジャーナルへの入力情報が生成される。
【図４】本開示による拡張現実装置の例示的な視野を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　拡張現実装置を用いることによって電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するため
の方法およびシステムを、続けてより詳細に説明する。
【００２９】
　最初に、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための方法の異なるステップお
よびシステムの異なる特徴を、図１および図２に関連して説明する。続いて、本開示の電
子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するためのシステムの付加的な態様を、図３に関
連して説明する。最後に、本開示のシステムおよび方法において用いることができる拡張
現実装置の態様を、図４に関連して詳述する。
【００３０】
　図１～２は、本開示による電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための例示的
な方法のフローチャートであり、この例示的な方法は、オペレータが実行しなければなら
ない、１つまたは複数の検査室機器を伴う少なくとも１つの動作を特定する検査室ワーク
フローを選択すること（１０１）、オペレータが装着する拡張現実装置に関連付けられる
カメラを用いることによって、オペレータによる動作の１つまたは複数の画像または動画
を記録すること（１０２）、および記録された１つまたは複数の画像または動画に基づき
、電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成すること（１０７）を含む。
【００３１】
　本開示によるこれらのステップおよび付加的な方法ステップの異なる特徴は、続けてさ
らに詳細に説明される。動作は、特定の順序で説明される。しかしながら、本開示の方法
の異なる例において、（特定の動作が第２の動作の前に必ず実行されなければならない場
合を除いて）この順序は異なっていてもよい。また、本開示による方法は、これらの方法
ステップの選ばれたもののみを含んでもよい。
【００３２】
　ステップ１０１で、オペレータが識別もしくは許可されるか、または識別および許可さ
れ得る。概して、ユーザの許可は、オペレータの素性（identity）を判定すること、およ
びオペレータが特定のワークフロータスクを実行することを許可されているか、または判
定された素性に基づいていないかを判定することを含んでもよい。
【００３３】
　この動作は、オペレータから生体データを受け取るステップ、オペレータが携行するセ
キュリティトークンと通信するステップ、オペレータに関連付けられる装置を他の装置と
ペアリングするステップ、およびユーザＩＤまたはパスワードを受け取るステップの１つ
または複数を含んでもよい。生体データは、指紋、網膜スキャン、音声サンプルもしくは
顔スキャン、もしくはオペレータの他の固有の特徴のスキャン、またはこれらのデータ項
目の処理から得られる任意のデータの１つまたは複数を含んでもよい。
【００３４】
　いくつかの例において、拡張現実装置は、オペレータを識別または許可するためのデー
タ（たとえば、オペレータの生体データ）を記録するように構成されてもよい。しかしな
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がら、別の例においては、異なる装置が、オペレータを識別または許可するためのデータ
を記録するように構成されてもよい。たとえば、独立式の識別端末が検査室空間に設けら
れてもよいし、特定の検査室機器（たとえば、分析システムまたは分析器ワークセル）に
識別端末が備えられてもよい。
【００３５】
　たとえば、拡張現実装置は、オペレータを識別するために、網膜スキャン、指紋スキャ
ンまたは音声認証動作を実行するように構成されてもよい。付加的または代替的に、拡張
現実装置は、オペレータを識別または許可するために、オペレータが携行するセキュリテ
ィトークン（たとえば、識別タグ）と通信してもよい。さらに別の例において、拡張現実
装置は、それ自体が（たとえば、検査室管理システムまたは検査室機器に伝えられる拡張
現実装置の固有ＩＤによって）特定の拡張現実装置を装着するオペレータを識別するよう
に構成される場合もある。オペレータの素性に関する情報が上述の１つまたは複数の方法
で判定された後、この情報は、ユーザが特定の検査室ワークフローを行うことを許可され
ているかどうかを判定するため、および／または、オペレータが行うことを許可されてい
る多数の検査室ワークフローを選択するために、続いて検査室管理システムによって処理
されてもよい。
【００３６】
　付加的または代替的に、オペレータの素性は、電子検査室ジャーナルへの入力情報に保
管されてもよい。
【００３７】
　ステップ１０２で、検査室ワークフローを選択できる。一例において、検査室ワークフ
ローは、オペレータの挙動を監視することによって、またはカメラにより記録される画像
中に所定の視覚的キューを認識することによって、音声コマンド、ジェスチャーコマンド
、注視コマンドまたは触覚コマンドにより選択される。
【００３８】
　たとえば、オペレータは、特定の検査室機器に向かって移動する場合がある。これはカ
メラによって登録できる。他の例においては、センサが、特定の検査室機器に対するオペ
レータの近接を検出してもよい。さらに他の例において、オペレータは、特定の検査室機
器の方向に自らの視線を向ける場合もある。
【００３９】
　一例において、特定のワークフローを選択するための命令は、拡張現実装置（たとえば
、拡張現実装置内に一体化されるカメラ）によって登録されてもよい。たとえば、拡張現
実装置に、注視方向検出器が備えられてもよい。この場合、拡張現実装置（または拡張現
実装置のデータを処理する検査室管理システム）は、オペレータの注視方向に基づき１つ
または複数の特定のワークフローを選択するように構成されてもよい。これは、オペレー
タの注視の方向および／または持続時間を評価することを含んでいてもよい。
【００４０】
　たとえば、特定のワークフローは、特定の検査室機器を用いることを含んでもよい。そ
して、オペレータがこの特定の検査室機器を所定の継続時間見ていることが検出されると
、この検査室機器を伴う特定のワークフローが選択できる。他の例において、オペレータ
は、特定の試料ホルダ（たとえば、特定の種類の試験管）を操作し始める可能性もある。
検査室ワークフローは、特定の試料ホルダの素性の種類の判定に基づき選択されてもよい
。
【００４１】
　さらに他の例においては、拡張現実装置内に一体化されるカメラのカメラ信号が、検査
室ワークフローを選択するために処理されてもよい。たとえば、検査室機器は、（たとえ
ば、自動の画像認識技術を用いることによって）一体化されたカメラのカメラ信号におい
て識別されてもよい。また、オペレータの位置および／または移動方向が、拡張現実装置
のカメラのカメラ信号から判定されてもよい。特定の検査室ワークフローは、ユーザの位
置および／または移動方向に基づき選択されてもよい。他の例においては、拡張現実装置
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のカメラ以外の他のカメラのカメラ信号が用いられてもよい。
【００４２】
　他の例において、１つまたは複数の検査室機器は、特定のワークフローを選択するため
のコマンドを登録できる。さらに他の例においては、検査室空間に搭載されたカメラが、
特定のワークフローを選択するためのコマンドを登録できる。
【００４３】
　たとえば、オペレータは、分析器（または他の検査室機器）に接近し、分析器と相互作
用し始める（たとえば、分析器を始動させるためにパスワードを打ち込む）。この相互作
用は、分析器によって登録され、特定のワークフローを選択するために検査室管理システ
ムによって処理されてもよい。
【００４４】
　他の例において、上述の技術は、上述のように識別された検査室機器を伴う１つまたは
複数のワークフローの選択を蓄積するために用いられてもよい。検査室ワークフローの蓄
積は、特定の検査室ワークフローを選択するために（たとえば、拡張現実装置のディスプ
レイ上で）オペレータに提示されてもよい。この選択処理は、オペレータの音声コマンド
、ジェスチャーコマンドまたは注視コマンドによって引き起こされてもよい。
【００４５】
　上述の例のいくつかにおいて、ワークフローは、（たとえば、オペレータの挙動を評価
することによって）途切れることなく選択されてもよい。このようにして、オペレータは
、検査室での自らの実際のタスクを行うことに集中でき、検査室管理システムとの相互作
用による注意散漫は少なくなる。
【００４６】
　ステップ１０２で特定の検査室ワークフローが選択された後、オペレータは、選択され
た検査室ワークフローの異なるタスクを通り抜け始めることができる。現在の検査室ワー
クフローおよび／または現在のタスクもしくは動作に関する情報は、拡張現実装置のディ
スプレイ上に表示されてもよい。
【００４７】
　検査室ワークフローのタスクを行う間のいくつかの時点で、１つまたは複数の画像また
は動画がステップ１０３で記録される。
【００４８】
　たとえば、１つまたは複数の画像または動画を記録することは、音声コマンド、ジェス
チャーコマンド、注視コマンドもしくは触覚コマンド、またはこれらのコマンドの２つ以
上の組み合わせによって引き起こされてもよい。
【００４９】
　一例において、拡張現実装置は、画像または動画の記録を引き起こすためにオペレータ
が相互作用できる触覚センサを含んでもよい。たとえば、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（商
標）装置は、装置のフレームに、画像または動画の記録を引き起こすために用いることが
できるタッチパッドを含む。他の例において、拡張現実装置は、記録を引き起こすために
他の触覚センサに関連付けられてもよい。
【００５０】
　さらなる例において、拡張現実装置は、画像または動画を記録するためのコマンドとし
てあらかじめ定められているオペレータのジェスチャーを登録するように構成されてもよ
い。
【００５１】
　さらに他の例において、拡張現実装置に、ユーザの音声コマンドを登録するためのマイ
クが備えられてもよい。
【００５２】
　上述の異なるコマンドは、拡張現実装置に一体化されていないか、または関連付けられ
ていないカメラ、マイクまたは他の検出器によって登録されてもよい。たとえば、特定の
検査室空間に配置される中央カメラまたはマイクがコマンドを登録してもよい。
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【００５３】
　先行する例のいくつかにおいて、オペレータは、画像または動画の記録をアクティブに
引き起こす。さらなる例において、１つまたは複数の画像または動画は、検査室ワークフ
ローに関連付けられる情報に基づき自動的に引き起こされる。
【００５４】
　たとえば、１つまたは複数の画像または動画の記録を自動的に引き起こすことは、検査
室ワークフローの特定のタスクの実行が開始され、進行中であり、または完了したという
判定に基づき生じてもよい。これは、拡張現実装置（または異なるカメラ）のカメラ信号
に基づき判定されてもよいし、別の検査室機器によって生成される信号に基づき判定され
てもよい。
【００５５】
　一例においては、分析器のドアの閉鎖または開放が、画像または動画の記録に対するト
リガになってもよい。さらに他の例においては、分析される患者試料のバーコードをスキ
ャンすることが、画像または動画の記録に対するトリガになってもよい。
【００５６】
　さらに他の例において、拡張現実装置のカメラは、特定のワークフロータスクまたは検
査室ワークフローが実行されている間、画像または動画を継続して記録してもよい。
【００５７】
　後続のステップ１０４で、１つまたは複数の画像または動画が処理され、検査室ジャー
ナルの情報が１つまたは複数の画像または動画から抽出される。これは、続けて記載する
動作の１つまたは複数を伴ってもよい。
【００５８】
　いくつかの例において、検査室ジャーナル情報を抽出することは、１つまたは複数の画
像または動画に対して１つまたは複数の画像認識動作を行うことを伴ってもよい。たとえ
ば、１つまたは複数の画像または動画に対する１つまたは複数の画像認識動作は、１つま
たは複数の検査室機器の特性を識別すること、１つまたは複数の検査室機器に含まれる試
料の特性を識別すること、１つまたは複数の検査室機器または１つまたは複数の検査室機
器の一部を識別すること、１つまたは複数の検査室機器に含まれる試料を識別すること、
の１つまたは複数を含んでもよい。
【００５９】
　検査室機器の特性を識別することは、検査室機器の識別子を判定することを含んでもよ
い。
【００６０】
　一例において、検査室機器の素性は、特定の検査室機器に取り付けられたコード（たと
えば、バーコードまたはＱＲコード）に基づき判定される。たとえば、記録された１つま
たは複数の画像または動画は、コードの写真を含んでもよい。この写真は、それぞれの検
査室機器の識別子（たとえば、ＩＤまたは通し番号）を取得するために、１つまたは複数
の画像認識動作によって処理されてもよい。
【００６１】
　他の例において、検査室機器の素性は、特定の検査室機器に配置される英数字情報に基
づき判定される。たとえば、特定の検査室機器に、機器名（たとえば、「攪拌器１２」）
が備えられてもよい。ここでも、この情報を抽出し、それぞれの検査室機器の識別子を取
得するために１つまたは複数の画像認識動作が用いられてもよい。
【００６２】
　他の例において、検査室機器の特性を識別することは、検査室機器の種類を判定するこ
とを含んでもよい。
【００６３】
　たとえば、処理される試料の種類は、試料を含む試料ホルダまたは試料ホルダに含まれ
る試料の１つまたは複数の特性に基づき判定されてもよい。これらの特性は、試料ホルダ
の形状もしくは色、試料ホルダのキャップの形状もしくは色、または試料ホルダに含まれ
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る試料のラベルもしくは試料の外観に含まれる情報からなる群のうちの１つまたは複数を
含んでいてもよい。
【００６４】
　一例において、緑色のキャップを備える試料管は、試料ホルダに含まれる試料が、特定
の分析処理が意図される特定の全血試料であることを意味していてもよい。本開示の方法
を用いることにより、試料管の緑色のキャップは、（たとえば、オペレータが試料の外装
を外したときに）試料管の写真において識別できる。これに基づき、試料の種類が推測で
きる（また、いくつかの例においては特定のワークフローが選択できる）。
【００６５】
　前の例では、検査室ワークフローにおいて拡張現実装置を用いるステップの順番が、図
１および図２のフローチャートに示される順番とは異なる順番で（または少なくとも部分
的に同時に）生じてもよいことが明らかとなっている。
【００６６】
　他の例において、技術装置の種類は、１つまたは複数の画像または動画について１つま
たは複数の画像認識動作を実施することによって判定されてもよい。たとえば、検査室に
おいて特定のタスクを実施するために、複数の異なる種類の技術装置（たとえば、複数の
種類の手動で作動されるピペッタ）が存在する場合がある。
【００６７】
　さらに、１つまたは複数の画像または動画について１つまたは複数の画像認識動作を実
施することによって、検査室機器の特性を判定することが可能である場合がある。一例に
おいて、検査室機器の特性を判定することは、試料ホルダに含まれる試料の外観を分析す
ることを含んでもよい。たとえば、試料の外観を分析することは、試料の色を分析するこ
と、試料が特定の伝達特性または拡散特性を有しているかどうかを判定すること、および
試料が特定の形状を有しているか、もしくは特定の形状を備える特徴部を含んでいるかど
うかを判定すること、の１つまたは複数を含んでもよい。これらの視覚的キューは、試料
の特性（たとえば、特定の干渉の有無、試料が汚染していることの指標、または試料体積
など試料そのものの物理的または化学的特性）を判定するために用いられてもよい。
【００６８】
　一例において、試料の色を分析することは、血液試料中の干渉（たとえば、脂質性、溶
血性または黄疸性の干渉）の有無を判定するために用いられてもよい。別の例において、
試料が特定の形状を有しているか、特定の形状を備える特徴部を含んでいるかどうかを判
定することは、血液試料が凝固していることを判定するために用いられてもよい。
【００６９】
　他の例において、検査室機器の特性を判定することは、技術装置の状態または動作パラ
メータを判定することを含んでもよい。
【００７０】
　たとえば、技術装置の動作パラメータは、技術装置のディスプレイ上に表示される場合
がある。本開示の方法を用いることにより、この動作パラメータは、画像認識技術によっ
て１つまたは複数の画像または動画から取得されてもよい。他の例において、技術装置の
動作パラメータは、１つまたは複数の画像または動画中の視覚的キュー（たとえば、オペ
レータが所定のボタンを押していること）から推測されてもよい。
【００７１】
　さらに他の例において、検査室機器の特性を判定することは、別の検査室機器における
試料ホルダの位置を判定することを含んでもよい。たとえば、複数の試料ホルダが一度に
操作される（たとえば、試験管がラックに配置されている）場合、特定の試料ホルダの位
置は、画像認識技術を用いることによって判定されてもよい。
【００７２】
　上述の抽出された情報は、以下にさらに詳細に説明するように電子検査室ジャーナルに
含まれてもよい。すでに示したように、いくつかの他の例において、記録された画像また
は動画は、情報を抽出するために画像認識技術によって処理されるのではなく、単に電子
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検査室ジャーナルへの保存のために提供される。他の例において、１つまたは複数の画像
または動画は、画像認識技術によって１つまたは複数の画像から抽出される情報に加えて
、保存のために提供される。
【００７３】
　上記の例において、電子検査室ジャーナルに保存されるべき情報は、記録された１つま
たは複数の画像または動画から抽出できることが記載されている。付加的または代替的に
、電子検査室ジャーナルに保存されるべき情報は、他の供給源からも取得することができ
る。
【００７４】
　一例において、検査室機器は、（たとえば、検査室の近距離通信ネットワークを介して
）電子検査室ジャーナルに保存されるべきデータを送信してもよい。たとえば、検査室機
器は、装置の動作特性（たとえば、特定の分析に用いられる動作パラメータのセット）も
しくは検査室機器によって実施される分析動作の結果または電子検査室ジャーナルに保存
されるべき検査室機器の他のセンサデータを送信してもよい。このデータ送信処理は、（
いくつかの例においては拡張現実装置によって登録できる）オペレータの１つまたは複数
の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚コマンドによって引き
起こされてもよい。他の例において、このデータ送信処理は、（たとえば、検査室機器お
よび／または拡張現実装置のＲＦＩＤタグまたは近接センサを用いることによって）拡張
現実装置によって引き起こされてもよい。
【００７５】
　さらなるステップ１０５で、電子検査室ジャーナルへの入力情報は、１つまたは複数の
基準値と比較できる。
【００７６】
　たとえば、１つまたは複数の基準値との比較は、電子検査室ジャーナルへの入力情報が
、選択された検査室ワークフローの特定のタスクを文書化する入力情報に対する１つまた
は複数の所定の要件を満たしているかどうかを判定することを含んでもよい。
【００７７】
　一例において、特定のタスクについての入力情報は、特定のデータ（たとえば、試料ま
たは検査室機器の写真）を要する場合がある。ステップ１０５で、このデータが取得され
ているかどうかが判定されてもよい。付加的または代替的に、１つまたは複数の基準値と
の比較は、１つまたは複数の画像または動画の１つまたは複数の画像パラメータが所定の
要件を満たしているかどうかを判定することを含んでもよい。たとえば、１つまたは複数
の画像が鮮明さの要件または照明の要件を満たしているかどうかが判定されてもよい。付
加的または代替的に、１つまたは複数の基準値との比較は、１つまたは複数の予測される
オブジェクトが１つまたは複数の画像または動画中に存在しているかどうかを判定するこ
とを含んでもよい。
【００７８】
　他の例において、１つまたは複数の基準値との比較は、ステップ１０４に関連して説明
された検査室機器または試料の特性の１つまたは複数を処理することを含んでもよい。た
とえば、試料体積が所定の閾値を下回っているかどうかや、試料が特定の干渉を含んでい
るかどうかが判定されてもよい。
【００７９】
　ステップ１０５での基準検査の結果に応じて、方法は、基準検査を通過していない場合
にはステップ１０８に進み、基準検査を通過している場合にはステップ１０６に進むこと
ができる。
【００８０】
　ステップ１０８で、オペレータは、基準検査を通過していないことを通知される。一例
において、これは、オペレータが装着する拡張現実装置のディスプレイ上に通知情報を表
示することを含んでもよい。
【００８１】
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　エラーの種類に応じて、処理はその後、特定のデータが欠けている場合にはステップ１
１０へと続くか、またはステップ１０９へと続き特定の検査室ワークフローまたはワーク
フロータスクを中止してもよい。
【００８２】
　前者の場合の一例においては、特定のデータ部分が電子検査室ジャーナルへの入力情報
において欠けている可能性がある。たとえば、検査室機器の特定の画像または動画が欠け
ている場合がある。オペレータは、この欠けているデータ部分を知らされてもよい。
【００８３】
　他の例においては、１つまたは複数の画像または動画から抽出された試料特性が、試料
が干渉により損なわれていることを示す場合があり、この場合オペレータは通知されて検
査室ワークフローが中止されてもよい。
【００８４】
　基準検査を通過した場合、抽出された検査室ジャーナルの情報がオペレータに表示され
てもよい。これは、拡張現実装置のディスプレイまたは他のディスプレイ（たとえば、検
査室のワークステーション）上で生じてもよい。オペレータは、付加的なステップで表示
される検査室ジャーナル情報を確認してもよい。
【００８５】
　後続のステップにおいて、方法は、特定の検査室ワークフローまたはワークフロータス
クに関する検査室ジャーナルの入力情報に関する全ての情報が収集されると、電子検査室
ジャーナルへの入力情報を生成することを含むステップ１０７へと進む。
【００８６】
　情報は、検査室ワークフローに含まれる検査室機器の装置識別子、実施された検査室ワ
ークフローのタスクに関するタイミング情報を含むタイムスタンプ、検査室ワークフロー
のタスクを実施したオペレータに関する識別情報、記録された１つまたは複数の画像また
は動画から抽出された情報を記録する１つまたは複数の画像または動画、の１つまたは複
数を含む所定のデータ構造において整理されてもよい。
【００８７】
　ステップ１１１で、電子検査室ジャーナルに対して生成された入力情報は、完全性に関
して検査されてもよい。この完全性検査は、（ステップ１０５での基準検査と同様に）要
求されたデータ部分が電子検査室ジャーナルへの入力情報において欠けているかどうかを
判定することを含んでもよい。検査を通過しなければ、ユーザは、ステップ１０５に関し
て上述したものと同様の方法で通知されてもよい。
【００８８】
　ステップ１１２で、オペレータは電子検査室入力情報を承認してもよい。これは、電子
検査室ジャーナルへの入力情報をデジタル署名することを伴ってもよい。一例において、
電子検査室入力情報を承認することは、オペレータの１つまたは複数の音声コマンド、注
視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚コマンドに応じたオペレータの電子署名に
よって、電子検査室ジャーナルへの入力情報に署名することを含む。上述のように、オペ
レータの１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触
覚コマンドは、拡張現実装置に配置されるセンサ（たとえば、カメラ）によって登録され
てもよい。
【００８９】
　続いてステップ１１４で、第三者が電子検査室入力情報を承認してもよい。これは、電
子検査室ジャーナルへの入力情報をデジタル署名することを伴ってもよい。一例において
、電子検査室入力情報を承認することは、１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド
、ジェスチャーコマンドまたは触覚コマンドに応じたオペレータの電子署名によって、電
子検査室ジャーナルへの入力情報に署名することを含む。一例において、第三者は検査室
の管理者であってもよい。
【００９０】
　最終的にステップ１１５で、電子検査室ジャーナルへの入力情報は、電子検査室ジャー
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ナルに保存される。
【００９１】
　上述の記載において明らかなように、本開示の方法は、オペレータの文書化の負担を減
少させ、および／または、文書化処理の確実性を増大させるために、電子検査室ジャーナ
ルへの入力情報の生成過程において様々な方法で拡張現実装置を用いてもよい。
【００９２】
　本開示の技術の異なる態様に対する全体的な概要は、上に図１および図２に関連して示
されている。続いて、本開示の方法の具体例を、例示のために図３に関連して説明する。
本開示の技術の付加的な全体的な態様も、これに関連して説明する。
【００９３】
　図３の例において、検査室ワークフローは、患者が特定の感染症を患っていないかどう
かを判定するために検査室環境において行われるワークフローである。ワークフローは、
自動分析器６（たとえば、生物学的試料用の分光光度分析装置または他の種類の分析器）
、分析されるべき複数の生物学的試料を含むラック２２、生物学的試料を含む複数の試験
管２０および分析処理で用いられる１つまたは複数の試薬を含む試薬カセット２１（すな
わち、４つの検査室機器）を伴い、拡張現実装置を装着するオペレータによって実行され
るべき異なるタスクを含む。例示的な拡張現実装置は、オペレータの視野を覆うオーバー
レイ１と、オブジェクト検出のためのフォーカスインジケータ２とを生成するように構成
される。本開示の拡張現実装置の他の態様および代替的な態様は、図４に関連して後述さ
れる。
【００９４】
　第１のステップ（左右画像）において、オペレータは、分析されるべき生物学的試料を
含む複数の試料管を含むラック２２を操作し始める。フォーカスインジケータ２は、ラッ
クに含まれる試料管の１つのキャップ（たとえば、試料管のキャップの色または形）を識
別できる。たとえば、この動作は、拡張現実装置のカメラにより撮られたラック２２の画
像を処理することを含んでもよい。試料管のキャップは、試料管２２に含まれる生物学的
試料の種類を示してもよい。図３の例において、キャップは、試料が、特定の臨床的パラ
メータのセットを判定するために分析される希釈血液試料であることを示す場合がある。
【００９５】
　オペレータ（たとえば、ラック２２またはラック２２の試験管のキャップを所定の期間
よりも長く見ているオペレータ）の注視コマンドに基づき、特定の生物学的試料に関連付
けられる検査室ワークフローが選択されてもよい。上述のように、他の例においては注視
コマンドとは異なるコマンドが用いられてもよい。
【００９６】
　さらに、上述のように、オペレータの素性が判定されてもよい。たとえば、拡張現実装
置は、オペレータの音声サンプルを記録し、その音声サンプルに基づき（または本開示に
記載する生体データを用いる別の識別方法により）オペレータの素性を判定できる。たと
えば、オペレータは、拡張現実装置によって表示される通知によって自らを識別するよう
に促されてもよい。素性情報は、電子検査室ジャーナルに含まれるよう保存されてもよい
。
【００９７】
　第２のステップにおいて、オペレータは、ラック２２に含まれる試験管２０内の全ての
試料が受け入れ可能な状態であるかどうかを確認する場合がある。拡張現実装置は、この
処理の画像または動画を記録し、たとえば、試験管２０に含まれる生物学的試料の１つま
たは複数のパラメータを判定してもよい。たとえば、１つまたは複数のパラメータは、生
物学的試料の体積および生物学的試料の色を含んでもよい。ここでも、オペレータは、上
述のコマンドの１つまたは複数（たとえば、注視コマンド）によってこの記録を引き起こ
してもよい。生物学的試料の１つまたは複数のパラメータに関して取得された情報は、生
物学的試料が分析試験にとって適切な状態であるかどうかを判定するために、基準値に対
して検査されてもよい。たとえば、試料の色が予測される色と一致するかどうか、および
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／または、試料の体積が特定の試験を行うのに必要な最小体積を超えているかどうかが検
査されてもよい。オペレータは、１つまたは複数の試料が検査を通過しない場合に知らさ
れてもよい。付加的または代替的に、取得された１つまたは複数のパラメータは、電子検
査室ジャーナルに含むために保存されてもよい。
【００９８】
　図３に見られるように、拡張現実装置は、オペレータの視野のオーバーレイ１に、現在
の動作のインジケータ１１、１２、１３、１４、１５を表示する場合がある。たとえば、
画像または動画の記録は、特定のインジケータ１１によって示される一方で、装置との通
信は、第２のインジケータ１３によって示される。
【００９９】
　後続のステップ（上側の列の３番目の像）において、オペレータは自動分析器６を起動
し、自動分析器６をプログラムする。この処理の間、電子検査室ジャーナルに保存するた
めの自動分析器６の動作パラメータは、拡張現実装置によって記録された画像または動画
から取得されてもよい。
【０１００】
　さらなるステップにおいて、オペレータは、それぞれの試料の素性（たとえば、患者を
識別する情報）およびラック２２中のそれぞれの試料の配置を判定するために、ラック２
２に含まれる試料管２０上のバーコードをスキャンする。図３の例において、拡張現実装
置によって撮られた画像または動画は、この情報を取得するために処理される。また、拡
張現実装置は、自動分析器６と通信でき、自動分析器に試料の素性情報および配置情報を
提供する。さらに、この情報は、電子検査室ジャーナルに含むために提供されてもよい。
【０１０１】
　後続のステップ（図３の下側の列の最初の像）において、オペレータは、ラックに含ま
れる試料管を自動分析器６内に搭載し始めるところである。拡張現実装置は、このタスク
に関する情報を、それぞれのディスプレイインジケータ１４に表示してもよい。これは、
オペレータが検査室ワークフローの次のステップを識別するか、または（たとえば、ワー
クフロータスクに関する有益な情報を表示することによって）それぞれのステップを適切
に実行することを補助できる。
【０１０２】
　さらなるステップ（下側の列の２番目の像）において、オペレータは、分析処理で用い
られる１つまたは複数の試薬を含む試薬カセット２１を自動分析器６内に導入し始める。
ここでも、この処理は、拡張現実装置によって記録されてもよい（たとえば、オペレータ
の注視コマンドによって引き起こされる）。試料に関して上述したものと同様の方法で、
記録された画像または動画は、試薬カセットに含まれる試薬の種類もしくは素性、または
試薬の１つもしくは複数のパラメータを判定するために処理されてもよい。さらに、取得
された、試薬カセットに含まれる試薬の種類もしくは識別子、または試薬の１つもしくは
複数のパラメータについて、１つまたは複数の基準検査が実施されてもよい。たとえば、
試薬が、選択された検査室ワークフローにとって適切な試薬であるかどうかが検査されて
もよい。付加的または代替的に、試薬の有効期限を過ぎているかどうかが検査されてもよ
い。ここでも、オペレータは、１つまたは複数の基準検査の結果に関して通知されてもよ
い。付加的または代替的に、試薬に関して取得された情報は、電子検査室ジャーナルへの
保存のために処理されてもよい。
【０１０３】
　最後から２番目のステップ（下側の列の３番目の像）において、ユーザは、自動分析処
理を開始する。拡張現実装置は、この処理を画像または動画に記録できる（たとえば、自
動分析器６のボタンを押すというオペレータ５のジェスチャーコマンドによって引き起こ
される）。この画像または動画は、電子検査室ジャーナルへの保存のため、自動分析器６
の動作パラメータまたは自動分析器６による分析処理の結果を取得するために処理されて
もよい。さらに、画像または動画は、自動分析器６のエラーメッセージを記録するために
処理されてもよい。
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【０１０４】
　最後のステップ（下側の列の最後の像）において、拡張現実装置は、オペレータ５の視
野に電子検査室入力情報２５に関する情報を表示してもよい。たとえば、この情報は、過
去のステップで収集された情報の概要を含んでもよい。オペレータは、この情報２５を検
査でき、音声コマンドによって（または本開示で説明される他のコマンドによって）電子
検査室入力情報の保存を許可できる。その後、電子検査室ジャーナルへの入力情報が生成
および保存される。
【０１０５】
　図１、図２および図３に関連して電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成する方法の
いくつかの態様を記載した後、本開示の技術に用いられる拡張現実装置の付加的な態様を
図４に関連して続けて記載する。
【０１０６】
　概して、本開示の技術において用いられる拡張現実装置は、上述の情報を表示するため
の、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、ディスプレイを含む眼鏡
、ディスプレイを含むコンタクトレンズおよび仮想網膜ディスプレイを含んでいてもよい
。
【０１０７】
　付加的または代替的に、画像および動画を記録するように構成される１つまたは複数の
カメラは、拡張現実装置内に組み込まれてもよい。たとえば、カメラは、拡張現実装置に
おいて、実質的にオペレータの注視方向に向けて配置されてもよい。
【０１０８】
　付加的または代替的に、拡張現実装置は、（たとえば、上述の動作を引き起こすために
）オペレータのコマンドを取得するための入力インターフェースを含んでもよい。インタ
ーフェースは、音声コマンド、ジェスチャーコマンド、注視コマンドまたは触覚コマンド
の１つまたは複数を取得するように構成されてもよい。
【０１０９】
　一例において、拡張現実装置は、オペレータの音声コマンドを取得するためにマイクを
含んでもよい。別の例において、拡張現実装置は、オペレータの触覚コマンドを取得する
ためにタッチパッド（たとえば、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（商標）拡張現実装置に設け
られるようなタッチパッド）を含んでもよい。さらに他の例において、拡張現実装置は、
注視コマンドを取得するために注視方向判定装置を含む。たとえば、注視方向判定装置は
、（たとえば、頭の向きや拡張現実装置の向きを分析することによって）オペレータの注
視方向を直接的または間接的に判定するセンサを含んでもよい。
【０１１０】
　さらに他の例において、拡張現実装置は、オペレータのジェスチャーコマンドを取得す
るためにカメラを含んでもよい。カメラは、本開示の技術において検査室機器の１つまた
は複数の画像または動画を記録するように構成されるものと同一のカメラであってもよい
。
【０１１１】
　前のセクションにおいて、拡張現実装置に、異なるインターフェースが備えられる（そ
れゆえ、異なるインターフェースは、オペレータと共に移動する場合がある）ことが記載
されている。しかしながら、他の例において、オペレータのコマンドは、通信ネットワー
クで拡張現実装置に接続される他の装置のインターフェースによって取得されてもよい。
たとえば、検査室機器のカメラもしくはマイク、または検査室に装着されるカメラもしく
はマイクが、オペレータのコマンドを取得するように構成されてもよい。
【０１１２】
　同様に、コマンドまたは本開示に記載される他のあらゆる情報（たとえば、画像または
動画データ）の処理は、必ずしも局所的に（たとえば、拡張現実装置または特定の検査室
機器で）行われなくてもよい。むしろ、コマンドおよび本開示に記載される他のあらゆる
情報の処理は、拡張現実装置と通信する（またいくつかの例においては、通信ネットワー
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クを介して通信能力を有する検査室機器と通信する）検査室ネットワークの任意のコンピ
ュータシステムで行われてもよい。
【０１１３】
　付加的または代替的に、コマンドまたは本開示に記載される他のあらゆる情報（たとえ
ば、画像または動画データ）の処理は、遠隔サーバまたはクラウドで行われてもよい。
【０１１４】
　たとえば、本明細書に記載される画像認識動作は、相当な計算リソースを要する場合が
ある。これらのリソースは、遠隔サーバまたはクラウドによって提供されてもよい。付加
的または代替的に、本明細書に記載される電子検査室ジャーナルは、遠隔サーバまたはク
ラウドに蓄積および／または保存されてもよい。
【０１１５】
　図４に戻ると、本開示の技術を実施するための拡張現実装置の例示的な視野が見られる
。
【０１１６】
　例示的な拡張現実装置は、オーバーレイ１、フォーカスインジケータ２、オブジェクト
識別の視覚的確認のためのインジケータフレーム３、およびタスクまたはアクティビティ
インジケータ４で、オペレータの視野を覆うように構成される。
【０１１７】
　オーバーレイは、拡張現実装置が情報を映すことができるオペレータの視野の部分の範
囲を定めてもよい。
【０１１８】
　図３に関連して上述したように、フォーカスインジケータ２は、オペレータの注視方向
または拡張現実装置の向く方向を示してもよい。たとえば、オペレータの注視方向は、注
視方向判定装置によって判定でき、対応するフォーカスインジケータ２が表示されてもよ
い。他の例において、拡張現実装置は、拡張現実装置の方位情報を評価でき、（たとえば
、オートフォーカスカメラのビューファインダーと同様の方法で）その方位情報に基づき
、対応するフォーカスインジケータ２を表示してもよい。
【０１１９】
　インジケータフレーム３は、（たとえば、オペレータの、音声コマンド、ジェスチャー
コマンド、注視コマンドもしくは触覚コマンド、またはこれらのコマンドの２つ以上の組
み合わせに応じて）特定のオブジェクト（たとえば、検査室機器）が選択されたことをユ
ーザに信号で送信してもよい。このようにして、オペレータは、自身のコマンドが正当に
処理されると視覚的フィードバックを受けてもよい。他の例においては、オペレータのコ
マンドに関する視覚的フィードバックを与えるために、異なる視覚的インジケータが用い
られてもよい。たとえば、拡張現実装置のオーバーレイ１に、インジケータシンボルまた
は英数字テキストが表示されてもよい。
【０１２０】
　タスクまたはアクティビティインジケータ４は、検査室ワークフローおよび／または電
子検査室ジャーナルの入力情報を生成するための処理に関する様々な情報を、オペレータ
に提供できる。
【０１２１】
　図４に見られるように、タスクまたはアクティビティインジケータ４は、オペレータに
次のタスクを示してもよい。他の例において、タスクまたはアクティビティインジケータ
４は、検査室ワークフローの現在のタスクに関する視覚的フィードバックを与えてもよい
。
【０１２２】
　いくつかの例において、タスクまたはアクティビティインジケータ４は、（たとえば、
図３のディスプレイインジケータ１１、１２、１３、１４、１５に示されるように）電子
検査室ジャーナルの入力情報を生成するための処理の現在のステップに関する視覚的フィ
ードバックを与えてもよい。たとえば、タスクまたはアクティビティインジケータ４は、
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電子検査室ジャーナルを生成する処理において記録された１つまたは複数の画像または動
画から抽出される情報を含んでもよい。
【０１２３】
　図４の例において、拡張現実装置は、オペレータの視野の実質的な部分を覆うオーバー
レイを生成する。他の例において、拡張現実装置のオーバーレイは、オペレータの視野の
より小さな区画のみを覆うように構成されてもよい。たとえば、拡張現実装置のオーバー
レイは、オペレータの視野の左上または右上の領域に配置されてもよい。
【０１２４】
　他の例において、拡張現実装置は、オペレータの視野を覆うオーバーレイだけでなく、
オペレータの視野のビデオストリームも表示するように構成されてもよい。
【０１２５】
　先行する詳細な説明において、本開示の電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成する
ための方法およびシステムの複数の例を記載してきた。しかしながら、本開示の電子検査
室ジャーナルへの入力情報を生成するための方法およびシステムは、以下の態様に提示さ
れるように構成されてもよい。
【０１２６】
１．電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成するための方法であって、方法は、
オペレータが実行しなければならない、１つまたは複数の検査室機器を伴う少なくとも１
つの動作を特定する検査室ワークフローを選択すること、
オペレータが装着する拡張現実装置に関連付けられるカメラを用いることによって、オペ
レータによる動作の１つまたは複数の画像または動画を記録すること、および
記録された１つまたは複数の画像または動画に基づき、電子検査室ジャーナルへの入力情
報を生成すること
を含む。
【０１２７】
２．記録することが、音声コマンド、ジェスチャーコマンド、注視コマンドもしくは触覚
コマンド、またはこれらのコマンドの２つ以上の組み合わせによって引き起こされる態様
１記載の方法。
【０１２８】
３．音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンド、触覚コマンド、またはこれら
のコマンドの２つ以上の組み合わせが、拡張現実装置によって登録される態様２記載の方
法。
【０１２９】
４．カメラが拡張現実装置内に一体化される態様１～３のいずれか１つに記載の方法。
【０１３０】
５．カメラが、拡張現実装置上で、実質的にオペレータの注視方向に向けて配置される態
様４記載の方法。
【０１３１】
６．拡張現実装置が、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、ディス
プレイを含む眼鏡、ディスプレイを含むコンタクトレンズ、および仮想網膜ディスプレイ
の１つまたは複数を含む態様１～５のいずれか１つに記載の方法。
【０１３２】
７．拡張現実装置がハンズフリー操作用に構成される態様１～６のいずれか１つに記載の
方法。
【０１３３】
８．オペレータが実行する少なくとも１つの動作に関連付けられる１つまたは複数の検査
室機器の少なくとも１つからデータを受け取ることをさらに含み、
電子検査室ジャーナルへの入力情報を生成することが、１つまたは複数の検査室機器の少
なくとも１つから受け取ったデータを用いることを含む態様１～７のいずれか１つに記載
の方法。
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【０１３４】
９．１つまたは複数の検査室機器の少なくとも１つから受け取ったデータが、１つまたは
複数の検査室機器の１つまたは複数の動作パラメータに関するデータ、１つまたは複数の
検査室機器のセンサデータ、または１つまたは複数の検査室機器の測定データの、１つま
たは複数を含む態様８のいずれか１つに記載の方法。
【０１３５】
１０．１つまたは複数の検査室機器の少なくとも１つからのデータ送信が拡張現実装置に
よって引き起こされる態様９記載の方法。
【０１３６】
１１．１つまたは複数の画像または動画を記録することが、音声コマンド、ジェスチャー
コマンド、注視コマンドもしくは触覚コマンド、またはこれらのコマンドの２つ以上の組
み合わせによって引き起こされる態様１～１０のいずれか１つに記載の方法。
【０１３７】
１２．１つまたは複数の画像または動画を記録することが、検査室ワークフローに関連付
けられる情報に基づき自動的に引き起こされる態様１～１１のいずれか１つに記載の方法
。
【０１３８】
１３．１つまたは複数の画像または動画を記録することが、トリガ事象に応じて自動的に
引き起こされる態様１～１２のいずれか１つに記載の方法。
【０１３９】
１４．トリガ事象が、拡張現実装置に関連付けられるカメラによって登録される態様１３
記載の方法。
【０１４０】
１５．オペレータの認証をさらに含む態様１～１４のいずれか１つに記載の方法。
【０１４１】
１６．オペレータの認証が、オペレータから生体データを受け取ること、オペレータが携
行するセキュリティトークンと通信すること、オペレータに関連付けられる装置を別の装
置とペアリングすること、およびユーザＩＤまたはパスワードを受け取ること、の１つま
たは複数を含む態様１５記載の方法。
【０１４２】
１７．生体データが、指紋、網膜スキャン、音声サンプルもしくは顔スキャン、またはオ
ペレータの別の固有の特徴のスキャン、またはこれらのデータ項目の処理から得られる任
意のデータ、の１つまたは複数を含む態様１６記載の方法。
【０１４３】
１８．生体データが拡張現実装置によって記録される態様１６または１７記載の方法。
【０１４４】
１９．電子検査室ジャーナルへの入力情報が、オペレータの素性に関する情報を含む態様
１５～１８のいずれか１つに記載の方法。
【０１４５】
２０．検査室ワークフローが、オペレータの挙動を監視することによって、またはカメラ
により記録される画像中に所定の視覚的キューを認識することによって、音声コマンド、
ジェスチャーコマンド、注視コマンドまたは触覚コマンドにより選択される態様１～１９
のいずれか１つに記載の方法。
【０１４６】
２１．オペレータの挙動が、特定の検査室機器へ向かう移動、または特定の検査室機器の
方向への注視を含む態様２０記載の方法。
【０１４７】
２２．拡張現実装置に関連付けられるカメラによってオペレータによる動作の１つまたは
複数の画像または動画を記録することが、異なる時点で複数の画像または動画を記録する
ことを含む態様１～２１のいずれか１つに記載の方法。
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【０１４８】
２３．記録された１つまたは複数の画像または動画に基づき電子検査室ジャーナルへの入
力情報を生成することが、１つまたは複数の画像または動画について１つまたは複数の画
像認識動作を実施することを含む態様１～２２のいずれか１つに記載の方法。
【０１４９】
２４．１つまたは複数の画像または動画についての１つまたは複数の画像認識動作が、選
択された検査室ワークフローに基づき選択される態様２３記載の方法。
【０１５０】
２５．１つまたは複数の画像または動作についての１つまたは複数の画像認識動作が、１
つまたは複数の検査室機器の特性を識別すること、１つまたは複数の検査室機器に含まれ
る試料の特性を識別すること、１つもしくは複数の検査室機器または１つもしくは複数の
検査室機器の一部を識別すること、１つまたは複数の検査室機器に含まれる試料を識別す
ること、の１つまたは複数を含む態様２３または２４記載の方法。
【０１５１】
２６．電子検査室ジャーナルへの入力情報が、オペレータＩＤ、１つまたは複数の検査室
機器のＩＤ、タイムスタンプ、オペレータにより実行される動作の日付および説明の、１
つまたは複数を含む態様１～２５のいずれか１つに記載の方法。
【０１５２】
２７．説明が検査室ワークフローに対してあらかじめ定められている態様２６記載の方法
。
【０１５３】
２８．説明がオペレータの音声入力に基づき生成される態様２６または２７記載の方法。
【０１５４】
２９．説明が、説明テンプレートのライブラリを用いることによって、動作を実行すると
きのユーザの１つまたは複数の検査室機器との相互作用に応じて自動的に生成される態様
２６～２８のいずれか１つに記載の方法。
【０１５５】
３０．説明テンプレートが、１つもしくは複数の検査室機器、または拡張現実装置のカメ
ラもしくは別のセンサから受け取った入力に基づき選択される態様２９記載の方法。
【０１５６】
３１．電子検査室ジャーナルへの入力情報を、１つまたは複数の基準値と比較すること、
電子検査室ジャーナルへの入力情報が基準値と比較して１つまたは複数の基準を満たす場
合に、電子検査室ジャーナルに入力情報を保存すること、および
電子検査室ジャーナルへの入力情報が基準値と比較して１つまたは複数の基準を満たさな
い場合に、オペレータに通知すること
をさらに含む態様１～３０のいずれか１つに記載の方法。
【０１５７】
３２．オペレータに通知することが、拡張現実装置によって検査室ワークフローの動作を
識別することを含む態様３１記載の方法。
【０１５８】
３３．電子検査室ジャーナルに生成された入力情報の少なくとも一部を表示することをさ
らに含む態様１～３２のいずれか１つに記載の方法。
【０１５９】
３４．電子検査室ジャーナルに生成された入力情報の少なくとも一部が、拡張現実装置の
ディスプレイ上に表示される態様３３記載の方法。
【０１６０】
３５．電子検査室ジャーナルに対して生成された入力情報の少なくとも一部を表示した後
に、１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚コ
マンドを受け取ること、および
１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚コマン
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をさらに含む態様３３記載の方法。
【０１６１】
３６．１つまたは複数の音声コマンド、注視コマンド、ジェスチャーコマンドまたは触覚
コマンドに応じたオペレータの電子署名によって、電子検査室ジャーナルへの入力情報に
署名することをさらに含む態様１～３５のいずれか１つに記載の方法。
【０１６２】
３７．電子検査室ジャーナルへの入力情報を第三者に送ること、および
第三者による承認時にのみ、電子検査室ジャーナルに入力情報を保存すること
をさらに含む態様１～３６のいずれか１つに記載の方法。
【０１６３】
３８．検査室機器が、自動、半自動もしくは手動で作動される技術装置、分析システム、
分析システムのワークセルもしくは分析器、検査室ワークフローで処理される生物学的試
料もしくは試薬を保持するための試料ホルダ、検査室作業において操作もしくは使用され
る消耗品、または試薬を保持するコンテナ、の１つまたは複数である態様１～３７のいず
れか１つに記載の方法。
【０１６４】
３９．電子検査室ジャーナルへの入力情報に関する説明を生成することをさらに含み、説
明が、説明テンプレートのライブラリを用いることによって、動作を実行するときのユー
ザの１つまたは複数の検査室機器との相互作用に応じて自動的に生成される態様１～３８
のいずれか１つに記載の方法。
【０１６５】
４０．１つまたは複数のプロセッサによって実行されると、プロセッサに、態様１～３９
のいずれか１つに記載の方法の動作を実施させる命令を記憶するコンピュータ可読媒体。
【０１６６】
４１．１つまたは複数の検査室機器、
拡張現実装置、
１つまたは複数のプロセッサによって実行されると、プロセッサに、態様１～３９のいず
れか１つに記載の方法の動作を実施させる命令を記憶するコンピュータ可読媒体、および
態様１～３９のいずれか１つに記載の方法の動作を実行するための１つまたは複数のプロ
セッサ
を含む検査室システム。
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